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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 令和6年度 第5回寒川町環境審議会（書面会議） 

日 時 
令和7年2月10日(月) 

※上記は議題に対する委員の意見の提出期限 
開催形態 非公開 

場 所 書面会議のため、該当なし 

出席者名

欠席者名

及び 

傍聴者数 

【委 員】片谷会長、三島副会長、中門委員、松久委員、 

中峰委員、川村委員、大野委員、畑村委員、 

初鹿委員、鈴木委員、市村委員、米山委員、 

平本委員、弓座委員、嶋田委員 

【事務局】環境経済部：原田部長 

環境課：大山課長、椎野副主幹、越原主査 

【傍聴者】書面会議のため、該当なし 

議 題 
（１）第3次寒川町環境基本計画の中期見直しについて 

 

決定事項 
 

 

議  事 

１ 議 題 

 

（１）第 3 次寒川町環境基本計画の中期見直しについて 

 

事務局より、各委員に対し、資料 1「中期見直しに向けた小学生

アンケートの回答比較」、資料 2「町民・事業者・小学生アンケー

ト意見及び回答結果に伴う計画取組の見直し」、資料 3「第 3 次寒

川町環境基本計画（修正前）」及び、資料 4「【追録】第 3 次寒川

町環境基本計画（中期見直しに伴う修正）」を送付し、文書にて資

料の内容説明を行い、令和 7 年 2 月 10 日（月）までに各委員より意

見をいただくこととした。（資料 5「寒川町緑の保全及び緑化の推

進に関する条例及び施行規則の要約」については参考資料として送

付した。） 

以降は、いただいた意見に対し町の考えを記載し、取りまとめる

ことによって令和 6 年度第 5 回寒川町環境審議会（書面会議）の議

事録とする。 

 

※各委員よりいただいた意見と、それに対する町の考え 
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（片谷会長） 資料 1「小学生アンケートの回答比較」について、当

該アンケートを追加で実施したことについては、適切

な判断であると言える。回答の内容に肯定的意見が多

かったことは、小学生に対して学校教育の中での環境

教育が浸透していることの現れと判断でき、喜ばしい

ことである。今後も学校との連携を進めていくことが

有効と考えられる。また、自由意見の中でポイ捨て禁

止に関する意見が多く見られたことについても、学校

教育の中で取り上げられる機会が多かったことに関連

しているものと推察できる。 

 

（事 務 局）  小中学校において環境教育に取り組んでいただいて 

いるほか、町で実施している環境学習のイベントにも 

多くの子ども達にご参加いただいている。これからも 

学校と連携してより良い環境学習事業を進めてまいり 

たい。 

 

（片谷会長） 資料 2「町民・事業者・小学生アンケート意見及び回 

答結果に伴う計画取組の見直し」について、否定的な 

回答が目立ち課題として挙げられたのであれば、早急 

に具体的な対策を検討する必要があると考えられる。 

温暖化防止対策については、学校教育、社会人教 

育、町民への啓蒙活動などを通じて周知啓発の強化を 

図っていく必要があり、具体的な方法を早急に検討す 

ることが望まれる。資料に挙げられている環境エネル 

ギー教育の出前授業は有効な対策と言えるが、それに 

限定せず様々な取り組みを検討し、実施していくこと 

が必要と考えられる。 

 

（事 務 局） 否定的な回答や満足との低かった回答としては、騒 

音や振動などの生活に身近な公害や、ポイ捨てなどの 

美化環境についての課題があるが、例えば公害苦情で 

は県との連携による原因究明や、原因者への指導など 

の対応を行っていくほか、公害苦情を発生させないた 

めの知識や対策を学ぶ機会を提供する環境保全研修会 

を引き続き実施していく。また、ポイ捨てに対しては 

定期的な町内一斉清掃の継続のほか、全戸配布の啓発 

チラシなどで「捨てない意識」を醸成するなど、より 

効果的な周知方法を研究し進めてまいりたい。 

 温暖化防止対策については、環境エネルギー教育の 

出前授業のほか、藤沢市・茅ヶ崎市との広域連携で取 

り組む湘南エコウェーブ事業の中で、2 市 1 町の行政区 
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域内の事業者に向けた省エネ対策のセミナー等の開催 

など、新たな取り組みを行っていく。 

 

（片谷会長） 資料 4「【追録】第 3 次寒川町環境基本計画（中期見 

直しに伴う修正）」について、修正箇所は適切に修正 

されたものと判断する。公共交通の不足や問題点に関 

する記述は適切ではあるが、交通計画の専門知識に基 

づいた現状分析や、将来に向けた計画策定を積極的に 

進める必要があると考える。 

地球温暖化防止対策に関するデータは適切に掲載さ 

れているが、具体的な対策立案を進めるためには、現 

状データの分析をさらに精緻化し、専門知識に基づい 

た対策立案を図っていくことが必要と思われる。 

 

（事 務 局） 公共交通の不足や問題点について、アンケートでは 

「バスの本数が少ない」という意見をはじめ、様々な意 

見をいただいている。今後、さらに多様なニーズが出 

てくることが予想される中で、「公共交通をどのよう 

にしてくのか」といったところも含めて、所管課であ 

る都市計画課と連携して取り組んでまいりたい。 

 地球温暖化防止対策については、令和 5 年度におけ 

る町の実績として、公共施設等における再生可能エネ 

ルギー比率 100％電力の導入拡大などが功を奏し、国 

及び町の基準年度である 2013 年度（平成 25 年度）の 

町の二酸化炭素排出量 2,681t-CO2 の 50％削減 

（1,341t-CO2 の削減）を達成することができたが、 

今後、町域内の脱炭素化をより一層推進するには、ご 

意見のとおりデータ分析の精緻化と、それに基づく効 

果的な対策立案が必要と考えている。 

 

以上 

資料 

・別添 書面会議の概要 

・資料1「中期見直しに向けた小学生アンケートの回答比較」 

・資料2「町民・事業者・小学生アンケート意見及び回答結果に伴う 

計画取組の見直し」 

・資料3「第3次寒川町環境基本計画（修正前）」 

・資料4「【追録】第3次寒川町環境基本計画（中期見直しに伴う修 

正）」 

・資料5「寒川町緑の保全及び緑化の推進に関する条例及び施行規則 

の要約」 
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議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
書面会議のため、該当なし 
 

令和 7年 2月２６日（水）確定（当該議事録の決裁日） 

 


